
美しいちばの森林づくり
森林整備によるCO₂吸収量認証制度の概要図

森林整備実施者

計画実施者

根拠計画の認定等を受ける(要綱2条)
以下のいずれかの協定締結又は計画認定等
・森林法に基づく「施業実施協定」の認可
・森林法に基づく「森林経営計画」の認定
・里山条例に基づく「里山活動協定」の認定
・県との間での「法人の森協定」の締結
・市町村連携の森林整備に係る
「市町村間協定」の締結

森
林
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備
の
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支援協定の締結
(要綱2条)

支援者 県
(森林課)

CO2吸収量認証申請(要綱3条)
・計画実施者、支援者の連名
・申請期間：根拠計画認定後～

計画期間満了後1年

認証(要綱4条)
(認証要件)
・森林整備実施者からの申請
・根拠計画有効期間：1年以上
・整備面積：0.1ha以上

・申請内容と根拠計画が整合
・市町村森林整備計画と整合

(吸収量算定)

認証状況の公表(要綱6条)
・市町村長に通知
・県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載

認証の変更(要綱5条)
変更申請、災害等による認証の変更

認証書の利用(要綱7条)
・広報活動に利用

認証書の交付

現地調査

目的
・県民、団体、企業、市町村による森林整備の促進
・多くの県民が森林づくり活動の効果に関心を持つ

地域の森林の多様な機能の持続的発揮に
つながる

※点線表記について
・「支援者」は、該当する場合に計画実施者と連名で申請する。
・「現地調査」及び「認証の変更」は、必要な場合に実施する。


